
平成１３年（行ケ）第３０１号　特許取消決定取消請求事件
平成１５年４月２２日口頭弁論終結
                  判　　　　　　　　　決
        原　　　　　　告　　　　　日本電池株式会社
        訴訟代理人弁理士　　　　　西　　　義　之
        被　　　　　　告　　　　　特許庁長官太田信一郎
        指定代理人　　　          綿　谷　晶　廣
        同　　　　　　　　　　　　大　橋　良　三
        同　　　　　　　　　　　　涌　井　幸　一
        同　　　　　　　　　　　　一　色　由美子
        同　　　　　　　　　　　　沼　澤　幸　雄
                  主　　　　　　　　　文
          原告の請求を棄却する。
          訴訟費用は原告の負担とする。
                  事実及び理由
第１　当事者の求めた裁判
  １　原告
      特許庁が平成１１年異議第７０７３９号事件について平成１３年６月５日に
した特許取消決定を取り消す。
      訴訟費用は被告の負担とする。
  ２　被告
      主文と同旨。
第２　当事者間に争いのない事実
  １　特許庁における手続の経緯
      原告は，発明の名称を「非水電解液二次電池」とする特許第２７９２３７３
号の特許（平成４年１１月３０日特許出願（以下「本件出願」という。），平成１
０年６月１９日特許権設定登録。以下「本件特許」という。請求項の数は１であ
る。）の特許権者である。
      本件特許について，特許異議の申立てがなされ，その申立ては，平成１１年
異議第７０７３９号事件として審理された。原告は，この審理の過程で，本件出願
の願書に添付した明細書の訂正（以下「本件訂正」といい，訂正後の全文訂正明細
書を，願書に添付した図面と併せて「訂正明細書」という。）を請求した。特許庁
は，平成１３年６月５日に，「特許第２７９２３７３号の請求項１に係る特許を取
り消す。」との決定をし，同年６月２３日にその謄本を原告に送達した。
  ２　特許請求の範囲
    (1)　本件訂正前
    「繰り返し充放電可能な正極と，アルカリ金属イオンを含む非水電解液と，ア
ルカリ金属イオンを吸蔵放出することが可能な炭素材料より成る負極を具備した非
水電解液二次電池において，
      負極が少なくとも炭素材料と合成樹脂バインダーとの混合物からなり，前記
炭素材料は，X線広角回折法による（００２）面の面間隔が０．３３７ｎｍ未満，Ｃ
軸方向の結晶子長さ（Ｌｃ）が１００ｎｍ以上，負極での充填密度が１．０ｇ／ｃ
ｍ３以上，１．６ｇ／ｃｍ３以下であることを特徴とする非水電解液二次電池。」
（以下「本件発明」という。）
    (2)　本件訂正後（下線部が訂正個所である。）
    「繰り返し充放電可能な正極と，アルカリ金属イオンを含む非水電解液と，ア
ルカリ金属イオンを吸蔵放出することが可能な炭素材料より成る負極を具備した非
水電解液二次電池において，
      負極が少なくとも平均粒径１０～５０μｍの粒子からなる炭素材料と合成樹
脂バインダーとの混合物からなり，前記炭素材料は，X線広角回折法による（００
２）面の面間隔が０．３３７ｎｍ未満，Ｃ軸方向の結晶子長さ（Ｌｃ）が１００ｎ
ｍ以上，負極集電体に圧延後の充填密度が１．３ｇ／ｃｍ３以上，１．６ｇ／ｃｍ３

以下であることを特徴とする非水電解液二次電池。」（以下「訂正発明」とい
う。）
  ３　決定の理由
      別紙決定書の写し記載のとおりである。要するに，①訂正発明は，特開平４
－１９６０５５号公報（甲第４号証の２。以下「刊行物１」という。）記載の発明
（以下「刊行物１発明」という。）及び特開平４－３３７２４７号公報（甲第４号



証の３。以下「刊行物２」という。）記載の発明（以下「刊行物２発明」とい
う。）に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるため，特許法
２９条２項の規定に該当し，特許出願の際独立して特許を受けることができないか
ら，本件訂正は認められない，②本件発明は，刊行物１発明及び刊行物２発明に基
づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるため，特許法２９条２項
に該当し，特許を受けることができないから，本件特許は取り消されるべきであ
る，というものである。
      決定が上記結論を導くに当たり認定した訂正発明と刊行物１発明との一致
点・相違点は，次のとおりである。
    （一致点）
      「繰り返し充放電可能な正極と，アルカリ金属イオンを含む非水電解液と，
アルカリ金属イオンを吸蔵放出することが可能な炭素材料より成る負極を具備した
非水電解液二次電池において，負極が炭素材料と合成樹脂バインダーとの混合物か
らなり，前記炭素材料は，Ｘ線広角回折法による（００２）面の面間隔が０．３３
７ｎｍ未満，負極支持体に圧延後の充填密度が１．３ｇ／ｃｍ３以上，１．６ｇ／ｃ
ｍ３以下である非水電解液二次電池。」である点
    （相違点）
      (1)「炭素材料の粒径が，訂正発明においては，「平均粒径１０～５０μｍ」
であるのに対し，刊行物１に記載された発明においては，「粒径２～１０μｍ」で
ある点」（以下「相違点(1)」という。）
      (2)「Ｃ軸方向の結晶子長さ（Ｌｃ）が，訂正発明においては，「１００ｎｍ
以上」であるのに対し，刊行物１に記載された発明においては，「２００Å（２０
ｎｍ）以上」である点」（以下「相違点(2)」という。）
      (3)「負極支持体が，訂正発明においては，負極集電体であるのに対し，刊行
物１に記載された発明においては，「炭素繊維からなる織布」である点」（以下
「相違点(3)」という。）
第３　原告主張の決定取消事由の要点
      決定の理由中，「１．手続の経緯」は認める。「２．訂正の適否についての
判断」のうち，「２－１．訂正発明」，「２－２．刊行物に記載された発明」は認
める。「２－３．対比・判断」（４頁１行ないし５頁下から５行）のうち，刊行物
１に記載された発明における「炭素繊維をボールミルにて粒径２～１０μｍに粉砕
したもの」が，訂正発明における「粒子からなる炭素材料」に相当するとの点（４
頁２行～１０行），刊行物１に記載された発明の実施例において，負極の炭素充填
密度が１．４ｇ／ｃｍ３（１．３ｇ／ｃｍ３以上，１．６ｇ／ｃｍ３以下）であるとの
点（４頁１０行～１４行），訂正発明と刊行物１発明とが，負極が炭素材料と合成
樹脂バインダーとの混合物からなり，前記炭素材料は負極支持体に圧延後の充填密
度が１．３ｇ／ｃｍ３以上，１．６ｇ／ｃｍ３以下である点で一致するとの点（４頁
１７行～２０行）並びに相違点(1)，(3)の認定（４頁２０行～２２行，２５行～２
７行）は争い，その余は認める。
      決定は，訂正発明と刊行物１発明との一致点・相違点の認定を誤って相違点
を看過し，相違点(3)についての判断を誤り，決定に示された新たな特許取消理由に
ついて改めて取消理由通知を行うことなく決定を行った手続上の違法があるもので
あり，これらの誤りが，それぞれ結論に影響を及ぼすことは明らかであるから，違
法として取り消されるべきである。
  １　訂正発明と刊行物１発明との一致点・相違点の認定の誤り（相違点の看過）
    (1)　決定は，刊行物１発明における，「炭素繊維をボールミルにて粒径２～１
０μｍに粉砕したもの」が訂正発明における「粒子からなる炭素材料」に相当する
とした上で，訂正発明と刊行物１発明とは，「負極が炭素材料と合成樹脂バインダ
ーとの混合物からなり」，炭素材料は，「負極支持体に圧延後の充填密度が１．３
ｇ／ｃｍ３以上，１．６ｇ／ｃｍ３以下である」点で一致すると認定した。
        しかし，決定の上記一致点の認定は，訂正発明と刊行物１発明との相違点
を看過したために犯した誤りである。
    (2)　訂正発明においては，「平均粒径１０～５０μｍの粒子からなる炭素材料
と合成樹脂バインダーとの混合物からなり，前記炭素材料は，・・・負極集電体に
圧延後の充填密度が１．３ｇ／ｃｍ３以上，１．６ｇ／ｃｍ３以下である」ものが負
極活物質であるのに対し，刊行物１発明においては，「リチウムを吸蔵した粒状ま
たは粉末状炭素をリチウムを吸蔵した炭素繊維に担持させた」ものが負極活物質で
ある。



        訂正発明と刊行物１発明の負極活物質同士を対比した場合，訂正発明の
「平均粒径１０～５０μｍの粒子からなる炭素材料」（炭素粒子）が後者の「リチ
ウムを吸蔵した粒状または粉末状炭素をリチウムを吸蔵した炭素繊維に担持させ
た」もの（炭素粒子＋炭素繊維）に相当する。
      ア　決定は，刊行物１発明の負極活物質は，「粒状または粉末状炭素」であ
り，これを塗布した「炭素繊維からなる織布」は活物質とは別のものである「負極
支持体」であり，この「負極支持体」が訂正発明における負極集電体に相当する，
としている。
          しかし，刊行物１発明における「炭素繊維からなる織布」は，負極炭素
材料である活物質そのものを構成するものであるから，負極支持体でも，負極集電
体でもない。
      イ　決定は，刊行物１発明において，炭素材料である「前記炭素繊維をボー
ルミルにて粒径２～１０μｍに粉砕したもの」の充填密度が１．４ｇ／ｃｍ３であ
る，としている。
          しかし，刊行物１発明において，１．４ｇ／ｃｍ３の炭素充填密度を達成
しているのは，炭素繊維からなる織布と炭素粉末とを合わせた全体であり，炭素繊
維からなる織布又は炭素粉末の一方だけでは，上記炭素充填密度を達成していな
い。
          これに対し，訂正発明において，１．３ｇ／ｃｍ３以上，１．６ｇ／ｃｍ
３以下の炭素充填密度を達成しているのは，粒子からなる炭素材料である。
          両者は，炭素充填密度において重複があるにしても，その充填密度を達
成している炭素材料の形態が全く異なる。
  ２　相違点(3)についての判断の誤り
      決定は，相違点(3)（負極支持体が，訂正発明においては，負極集電体である
のに対して，刊行物１に記載された発明においては，「炭素繊維からなる織布」で
ある点）を認定し，これについて「負極支持体として，刊行物１に記載された「炭
素繊維からなる織布」の代わりに，周知の負極集電体を使用し，刊行物１に記載さ
れているように圧延し負極の炭素充填密度を高めて高容量の非水電解液二次電池を
得ることは当業者が容易に想到し得るものと認める。」と判断したが，誤りであ
る。
      刊行物１発明において，「炭素繊維からなる織布」の代わりに，周知の負極
集電体，例えば，ニッケルエキスパンドメタルを使用すれば，そのメッシュに該炭
素繊維を粒径２～１０μｍ程度に細かくした微小な粒状または粉末状炭素が塗布，
圧着された負極が形成されることになる。しかし，この場合，その炭素充填密度は
１．１の低いものしか得られないことは，刊行物１に記載された比較例２からも明
らかである。
  ３　手続上の誤り
      決定は，相違点(3)（負極支持体が，訂正発明においては，負極集電体である
のに対して，刊行物１に記載された発明においては，「炭素繊維からなる織布」で
ある点）を認定し，これについて「負極支持体として，刊行物１に記載された「炭
素繊維からなる織布」の代わりに，周知の負極集電体を使用し，刊行物１に記載さ
れているように圧延し負極の炭素充填密度を高めて高容量の非水電解液二次電池を
得ることは当業者が容易に想到し得るものと認める。」と判断した。
      しかし，上記相違点の認定及びこれについての判断は，訂正拒絶理由通知書
（甲第７号証）にも取消理由通知書（甲第３号証）にも示されておらず，原告がこ
れに対してあらかじめ反論することは不可能であった。
      このような理由で判断するのであれば，再度，特許権者である原告に対し，
この点を明記した取消理由を通知して，これに対して意見を述べたり，再度の訂正
請求をしたりする機会を与えるべきである。このような手続を経ずになされた決定
は，特許権者である原告の防御権を奪うものであり，適正な手続に従ってなされた
ものではないというべきである。
第４　被告の反論の要点
  １　訂正発明と刊行物１発明との一致点・相違点の認定の誤り（相違点の看
過），の主張について
    (1)　原告は，刊行物１発明において，「炭素繊維からなる織布」は，負極支持
体でも，負極集電体でもなく，負極炭素材料そのものである，と主張する。
        決定は，訂正発明の「負極集電体」も，刊行物１の「炭素繊維からなる織
布」も，共に，炭素粉末を担持するいわば支持体であって圧延された炭素とともに



負極を構成するものである点に着目し，この共通の機能をとらえ，両者を包含し得
る上位概念としての「負極支持体」という用語を用いて，これらを表現したもので
ある。
        決定における「負極支持体」の意義がこのようなものである以上，「炭素
繊維からなる織布」を負極支持体であるとした決定の認定に誤りはない。
    (2)　充填密度を達成している炭素材料の形態が，訂正発明においては「平均粒
径１０～５０μｍの粒子からなる炭素材料」のみであるのに対し，刊行物１発明に
おいては「粒径２～１０μｍの粒子からなる炭素材料」及び「炭素繊維からなる織
布」であり，両発明において異なることは，原告の主張するとおりである。
        しかし，決定は，訂正発明の独立特許要件についての判断において，この
相違点を織り込んで，刊行物１発明との一致点及び相違点を認定し，相違点につい
て判断をしている。
        すなわち，決定の「両者は，「・・・負極が炭素材料と合成樹脂バインダ
ーとの混合物からなり，前記炭素材料は，・・・負極支持体に圧延後の充填密度が
１．３ｇ／ｃｍ３以上，１．６ｇ／ｃｍ３以下である非水電解液二次電池。」で一致
し，」（決定書４頁１４行～２０行）との一致点の認定における「充填密度」は，
「炭素材料」の充填密度であり，「粒子からなる炭素材料」だけでなく「炭素繊維
からなる織布」を含む炭素材料の充填密度をいうものであるから，この一致点の認
定に誤りはない。
        また，そのような充填密度を達成している炭素材料として，訂正発明につ
いては，「平均粒径１０～５０μｍの粒子からなる炭素材料」が存在すると認定さ
れ（決定書４頁２０行～２１行），刊行物１発明については，「（１）炭素材料の
粒径が・・・刊行物１に記載された発明においては，粒径２～１０μｍ」である
点」（同４頁２０行～２２行）及び「（３）負極支持体が，・・・刊行物１に記載
された発明においては「炭素繊維からなる織布」である点」（同４頁２５行～２７
行）という記載にみられるように，「粒径２～１０μｍの粒子からなる炭素材料」
及び「炭素繊維からなる織布」が存在すると認定されているから，相違点の認定に
おいても誤りはない。
        そして，充填密度を達成している炭素材料の形態についての上記の相違点
について，決定は，訂正発明の独立特許要件の判断において，当業者が容易に想到
し得るものと実質的に判断しているのである。
  ２　相違点(3)についての判断の誤り，の主張について
    (1)　決定は，相違点(3)について，「負極支持体として，刊行物１に記載され
た「炭素繊維からなる織布」の代わりに，周知の負極集電体を使用し，刊行物１に
記載されているように圧延し負極の炭素充填密度を高めて高容量の非水電解液二次
電池を得ることは当業者が容易に想到し得るものと認める。」（決定書５頁２６行
～２９行）として，刊行物１発明において，充填密度を達成している炭素材料の片
方としての「炭素繊維からなる織布」の代わりに周知の負極集電体を使用しつつ，
それによる充填密度の低下を圧延等により補い，負極の「粒子からなる炭素材料」
の充填密度を訂正発明で規定された範囲内の値に高めることは，当業者が容易に想
到し得るものと判断したものである。
        「粒子からなる炭素材料」の充填密度を高めることは技術的に可能であ
る。
        刊行物１の比較例２においては，「・・・炭素粉末とバインダーとからな
るペーストをニッケルエキスパンドメタルに塗布，圧着して負極を形成し」としか
記載されていないものの，ペースト式の電極を形成する場合，芯材としてエキスパ
ンドメタルなどの多孔板を用い，これにペースト状の活物質混合物を塗着し，これ
をローラー（ロール）間を通して，平滑化とともに加圧することは通常行われてい
ることであり（乙第１４号証参照），刊行物１の実施例に記載されているようなカ
レンダーロール掛け（甲第１３号証参照）によるロール圧延を採用すれば，剪断力
を与えながら圧延すること，芯材が伸延するまで加圧力を高めること，加圧を複数
回繰り返すこと等により活物質の充填密度をより高め得ることは周知である（乙第
１４～第１６号証参照）。ニッケルエキスパンドメタルを使用した場合でも，それ
ら周知の圧延手段を採用することによって，負極の体積を減少させ，粒子からなる
炭素材料の充填密度を高めることができる。訂正明細書には，炭素充填密度を高め
るための特別な圧延手段は開示されていない。訂正明細書の「低結晶性の炭素材料
の結晶状態は，・・・層が乱れたアモルファス部分が混在しているため，圧延によ
り充填密度を高めようとしても，アモルファス部分の影響で１．３ｇ／ｃｍ３と低い



充填密度しか得られないため・・・」との記載からみて，「１．３ｇ／ｃｍ３」とい
う充填密度は，真密度が低い低結晶性の炭素材料であっても，通常の圧延手段を採
用して達成することの可能な程度でしかないものであるから，刊行物１に記載され
た「炭素繊維からなる織布」の代わりに，周知の炭素繊維でない負極集電体を使用
した場合にも，上記周知の圧延手段により「１．３ｇ／ｃｍ３」以上の充填密度を達
成し得ることは明らかである。
    (2)　訂正発明において炭素材料が圧延される対象である「負極集電体」の材料
については，発明の詳細な説明中では，実施例において銅箔，その他各種金属材料
が例示されている（訂正明細書段落【００２３】）。しかし，特許請求の範囲に
は，「負極集電体」と記載されているだけで，その材質，構造等が限定されている
わけではない。そうである以上，訂正発明の負極集電体は，ニッケルエキスパンド
メタルなどの金属材料から成るものに限定されず，金属以外の材料から成る周知の
集電体を含むことになる。周知の負極集電体としては，金属材料から成るものと並
んで，炭素繊維から成る織布，不織布，ウエブ等のシート状物がある（乙第１ない
し第４号証参照）。刊行物１発明の「炭素繊維からなる織布」の代わりに，周知の
負極集電体である炭素繊維からなる不織布を含む炭素繊維から成るシート状物を使
用した場合には，炭素充填密度が，ニッケルエキスパンドメタル等炭素を含まない
もののみから成るものを使用した場合と比較して，負極集電体の炭素材料の分だけ
高くなることは明らかである。刊行物１発明の「炭素繊維からなる織布」の代わり
に，周知の負極集電体を使用することが容易であるとした決定の判断に誤りはな
い。
        仮に，「炭素繊維からなる織布」の代わりに周知の負極集電体一般を使用
することが容易でないとしても，訂正発明の負極集電体には「炭素繊維からなる織
布」を除くというような限定はないから，刊行物１の「炭素繊維からなる織布」に
炭素材料を圧延した負極は，訂正発明にいう「負極集電体に炭素材料を圧延した負
極」にほかならい。したがって，相違点(3)は，本来，実質的な相違点には当たらな
い。
        訂正発明の負極集電体に「炭素繊維からなる織布」を除くというような限
定がない以上，決定に示した相違点(3)の認定とこれについての判断は，本来，その
ような限定がなされた場合を仮定しての「なお書き」として記載すべき事項であっ
た。決定の相違点(3)の認定とこれに対する判断にこの意味で適切さを欠く面があっ
たことは，事実である。
        しかし，相違点(3)が実質的な相違点であり得ないことは，上記のとおり技
術常識を踏まえれば刊行物１の記載自体から当業者が十分に把握できることである
から，決定における相違点(3)についての判断に不足の点があるとしても，そのこと
が結論に影響を及ぼすことはない。
  ３　手続上の誤り，の主張について
      訂正拒絶理由通知に，負極支持体という概念が示されておらず，相違点(3)及
びこれに対する判断も挙げられていないことは，事実である。
      原告は，訂正拒絶理由通知に対する意見書（甲第８号証）において，刊行物
１に記載された「炭素繊維からなる織布」は負極集電体ではなく，訂正拒絶理由に
おける「両者は，・・・『負極集電体に圧延後の充填密度が１．３ｇ／ｃｍ３以上，
１．６ｇ／ｃｍ３以下である非水電解液二次電池。』で一致し，」との認定は誤りで
あるとの主張をしており，訂正明細書にも，負極集電体として金属が例示されてい
る（段落【００２３】）ことから，決定は，「負極集電体」が「炭素繊維からなる
織布」以外のものであることを前提に，原告の上記主張に対応するように相違点(3)
を挙げて判断したものである。決定が相違点(3)を抽出したこと自体に誤りはない。
      決定は，その上で，負極集電体が「炭素繊維である織布」以外である場合に
対して容易性の判断を示したものである。決定には，負極集電体が「炭素繊維から
なる織布」そのものである場合についての判断を明確に記載していないという瑕疵
はあるものの，相違点(3)が実質的な相違点でないことは，「負極集電体」に金属材
料からなるものと並んで炭素繊維から成る織布，不織布，ウエブ等のシート状物が
あるという技術常識を踏まえれば，刊行物１から読み取ることができ，これが相違
点に当たらないことは訂正拒絶理由に既に示したところであるから，上記の瑕疵
は，手続違背を構成するものには当たらないというべきである。
第５　当裁判所の判断
  １　訂正発明と刊行物１発明との一致点・相違点の認定の誤り（相違点の看
過），の主張について



      決定の挙げる，訂正発明と刊行物１発明との一致点は，「繰り返し充放電可
能な正極と，アルカリ金属イオンを含む非水電解液と，アルカリ金属イオンを吸蔵
放出することが可能な炭素材料より成る負極を具備した非水電解液二次電池におい
て，負極が炭素材料と合成樹脂バインダーとの混合物からなり，前記炭素材料は，
Ｘ線広角回折法による（００２）面の面間隔が０．３３７ｎｍ未満，負極支持体に
圧延後の充填密度が１．３ｇ／ｃｍ３以上，１．６ｇ／ｃｍ３以下である非水電解液
二次電池」というものである。
    ア　原告は，決定の上記一致点の認定は，刊行物１発明の負極活物質は「粒状
又は粉末状炭素」であって，これを塗布した「炭素繊維からなる織布」は負極活物
質ではない別のものである「負極支持体」である，との誤った認定を前提とするも
のである，刊行物１発明の「炭素繊維からなる織布」は負極活物質そのものを構成
するものであるから，これを「負極支持体」ということはできない，と主張する。
        刊行物１発明の「炭素繊維からなる織布」が炭素材料であって負極活物質
に当たることは，当事者間に争いがない。
        しかしながら，決定書４頁１行ないし２０行の記載によれば，決定は，刊
行物１発明における「炭素繊維をボールミルにて粒径２～１０μｍに粉砕したも
の」が訂正発明における「粒子からなる炭素材料」に相当するとした上で，これら
の粒子から成る炭素材料とバインダー（接合剤）との混合物が圧延される対象とし
て「負極支持体」という語を用いていること，相違点(3)として，負極支持体が訂正
発明においては，負極集電体であるのに対し，刊行物１発明においては「炭素繊維
からなる織布」である点で相違する，と述べ，「負極支持体」の語を，粒子から成
る炭素材料とバインダーとの混合物が圧延される対象となるものであれば，負極活
物質でない「負極集電体」であるものも，負極活物質である「炭素繊維からなる織
布」であるものも，いずれをも包含するこれらの上位概念として用いていること，
が明らかである。刊行物１発明における「炭素繊維からなる織布」が炭素材料であ
る負極活物質であることは，これを上記の意味における上位概念である「負極支持
体」と呼ぶことを何ら妨げるものではない。そして，決定における「負極支持体」
の語の有する意味がこのようなものであるとすれば，決定には原告主張の上記誤り
は存在しないことが，明らかである。
    イ　原告は，訂正発明と刊行物１発明とは，その炭素充填密度を達成している
炭素材料の形態が全く異なるのに，決定は，この相違点を看過して一致点を認定し
た，と主張する。
        炭素充填密度を達成している炭素材料の形態が，訂正発明においては「平
均粒径１０～５０μｍの粒子からなる炭素材料」であるのに対し，刊行物１発明に
おいては「粒径２～１０μｍの粒子からなる炭素材料」及び「炭素繊維からなる織
布」であり，両発明において異なることは，当事者間に争いがない。
        被告は，決定の上記一致点の認定中の「炭素材料」の語は，「粒子からな
る炭素材料」だけではなく，「炭素繊維からなる織布」からなる炭素材料をも含む
意味で用いられている，と主張する。
        しかしながら，決定が，炭素材料について訂正発明と刊行物１発明との一
致点として述べているのは，「負極が炭素材料と合成樹脂バインダーとの混合物か
らなり，前記炭素材料は，Ｘ線広角回折法による（００２）面の面間隔が０．３３
７ｎｍ未満，負極支持体に圧延後の充填密度が１．３ｇ／ｃｍ３以上，１．６ｇ／ｃ
ｍ３以下である非水電解液二次電池」というものである。決定の上記記載によれば，
ここにいう「炭素材料」とは合成樹脂バインダーと混合されるもののことであるか
ら，「粒子からなる炭素材料」のことをいっていると解するのが相当である。そう
である以上，決定は，この「粒子からなる炭素材料」のみに着目して，負極支持体
に圧延された後の充填密度が１．３ｇ／ｃｍ３以上，１．６ｇ／ｃｍ３以下である，
と述べていると解すべきである。被告の上記主張は採用することができない。
        上に述べたところによれば，決定は，実際には，「炭素繊維からなる織
布」における炭素をも含めて刊行物１発明における炭素の充填密度を採用しておき
ながら，これを「炭素繊維からなる織布」を除いた「粒子からなる炭素材料」のみ
のものとして，訂正発明における炭素の充填密度を達成していると認定している形
になっている点において，一致点の認定を誤っている，あるいは，少なくとも，表
現が不正確である，という以外にない。
        しかしながら，上記一致点の認定の誤りは，決定の結論に影響を及ぼすも
のではないというべきである。決定のなした発明の対比，判断において，一致点の
認定に誤りがあったとしても，相違点が正しく認定されているならば，一致点の認



定の誤りそれ自体は決定の結論に影響を及ぼすものではなく，実際には，決定の行
った相違点の認定に誤りはないからである。
        決定は，相違点の一つ（相違点(3)）として，「負極支持体が，訂正発明に
おいては，負極集電体であるのに対し，刊行物１に記載された発明においては，
「炭素繊維からなる織布」である点」を挙げ（決定書４頁２５行～２７行），この
相違点(3)に対する判断において，「負極支持体として，刊行物１に記載された「炭
素繊維からなる織布」の代わりに，周知の負極集電体を使用し，刊行物１に記載さ
れているように圧延し負極の炭素充填密度を高めて高容量の非水電解液二次電池を
得ることは当業者が容易に想到し得るものと認める。」（決定書５頁２６行～２９
行」と述べている。決定のこれらの説示によれば，決定は，刊行物１発明における
「炭素繊維からなる織布」の代わりに負極集電体を使用した場合には，何らかの手
段を講じない限り，炭素充填密度が訂正発明に定めるものよりも低下することを前
提として，この場合に炭素充填密度を高めることが容易であるかについて検討して
いるから，決定が刊行物１発明の充填密度として認定した上記「１．３ｇ／ｃｍ３以
上，１．６ｇ／ｃｍ３以下」は，「粒子からなる炭素材料」だけでなくこれに「炭素
繊維からなる織布」も加えたものによって達成されるものであり，「炭素繊維から
なる織布」を除いたものだけでは訂正発明における炭素の充填密度は得られていな
いことを当然の前提として判断していることが明らかである。
        したがって，決定において，上記のとおり，一致点の認定に誤りないし不
正確な表現があることは，決定の結論に影響を及ぼすものではないというべきであ
る。
        原告の主張は採用することができない。
  ２　相違点(3)についての判断の誤り，の主張について
      原告は，決定が相違点(3)について，「刊行物１に記載された「炭素繊維から
なる織布」の代わりに，周知の負極集電体を使用し，刊行物１に記載されているよ
うに圧延し負極の炭素充填密度を高めて高容量の非水電解液二次電池を得ることは
当業者が容易に想到し得るものと認める。」（決定書５頁２６行～２９行）と判断
したことについて，刊行物１発明の「炭素繊維からなる織布」の代わりに，周知の
負極集電体，例えば，ニッケルエキスパンドメタルに粒状の炭素材料を塗布，圧着
しても，これによって形成された負極の炭素充填密度は刊行物１の比較例２に示さ
れているように，１．１の低いものしか得られない，と主張する。
      しかしながら，決定が，単に刊行物１発明の「炭素繊維からなる織布」を周
知の負極集電体に置き換えることだけで訂正発明が得られるとしているのではな
く，これに加えて，「粒子からなる炭素材料」を圧延することにより負極の炭素充
填密度を高めることをも行うことによって得られるとした上，それぞれの容易性に
ついて検討しているものであることは，上記決定の記載から明らかである。原告の
主張は，決定の判断を正しくとらえたものとはいえず，その前提において誤ってい
る，というべきである。
      訂正明細書には，「粒子からなる炭素材料」についてその炭素充填密度を高
めるための特別な圧延手段は開示されていないから，反対に解すべき事情のない限
り，圧延により炭素充填密度を高めることは容易であると解するのが相当である。
本件において，上記反対の事情があることについての主張，立証はない。かえっ
て，特開昭６０－１００３６７号公報（乙第１４号証），特開昭５７－４６４７１
号公報（乙第１５号証），特開昭６０－２８１６７号公報（乙第１６号証）によれ
ば，電池においてペースト式の電極を形成する場合に，エキスパンドメタルなどの
多孔板を用いて，これにペースト状の活物質混合物を塗着すること，これらの活物
質の充填密度を圧延により高め得ることは周知の事項であると認めることができ
る。
  ３　手続上の誤り，の主張について
      原告は，決定の相違点(3)の認定及びこれに対する判断は，訂正拒絶理由通知
書（甲第７号証）及び取消理由通知書（甲第３号証）に何ら示されておらず，原告
にこれに対する意見を述べ，再度の訂正請求をする機会を与えないままなされたも
のであるから，決定には手続上の違法がある，と主張する。
      決定の相違点(3)についての認定及び判断が訂正拒絶理由通知書及び取消理由
通知書に示されていないことは，当事者間に争いがない。
      決定手続において，請求人に対し訂正拒絶理由（特許法１２０条の４第３
項，１６５条）を通知し，意見を述べる機会を与えなければならないとされている
のは，予期しない理由で決定をすることによって当事者に不意打ちを与えることを



防止するためである。
      原告は，訂正拒絶理由通知に対する意見書（甲第８号証）において，訂正拒
絶理由通知が訂正発明と刊行物１発明との一致点として挙げた「両者は，『繰り返
し充放電可能な正極と，アルカリ金属イオンを含む非水電解液と，アルカリ金属イ
オンを吸蔵放出することが可能な炭素材料より成る負極を具備した非水電解液二次
電池において，負極が炭素材料と合成樹脂バインダーとの混合物からなり，前記炭
素材料は，Ｘ線広角回折法による（００２）面の面間隔が０．３３７ｎｍ未満，負
極集電体に圧延後の充填密度が１．３ｇ／ｃｍ３以上，１．６ｇ／ｃｍ３以下である
非水電解液二次電池。』で一致し，」との認定は，誤りであり，刊行物１発明にお
いては，炭素粉末を炭素繊維織布の空隙内に詰め込んだ特殊な負極構造であるた
め，炭素粒子とバインダーとの混合物を負極集電体に圧延したものではなく，ま
た，圧延後の状態での充填密度を１．３ｇ／ｃｍ３以上，１．６ｇ／ｃｍ３以下とし
たものでもない，と主張している。
      決定が相違点(3)として，「負極支持体が，訂正発明においては，負極集電体
であるのに対し，刊行物１に記載された発明においては，「炭素繊維からなる織
布」である点」を挙げたのは，上記原告の意見書での主張に沿ってなされたもので
あるから，相違点(3)を認定すること自体は，原告において，当然に予想し得ること
であって，不意打ちを与えるものでないことが明らかである。
      決定は，相違点(3)について，「エキスパンドメタル，箔等の負極集電体を支
持体とし，これに，炭素材料と合成樹脂バインダーとの混合物を塗布，圧着して非
水電解液二次電池の負極とすることは，刊行物１の比較例２及び刊行物２に示され
るように周知であり，また，負極の炭素充填密度が高いと，単位面積当りの容量が
大きくなり，二次電池の放電持続時間が長くなることは刊行物１に示されているか
ら，負極支持体として，刊行物１に記載された「炭素繊維からなる織布」の代わり
に，周知の負極集電体を使用し，刊行物１に記載されているように圧延し負極の炭
素充填密度を高めて高容量の非水電解液二次電池を得ることは当業者が容易に想到
し得るものと認める。」（決定書５頁２１行～２９行）と述べて，いずれも刊行物
１，２（これらが訂正拒絶理由通知に示されていることは当事者に争いがない。）
及び周知の事項から容易であると判断したものである。
      訂正拒絶理由通知に上記周知の事項及びこれに基づく判断の記載がないこと
は，原告主張のとおりである。しかし，上記判断は，原告の主張に基づき認定した
相違点(3)について判断したものであること，周知の事項は，当業者が当然に知って
いるべきものであること，原告は，本訴において，上記事項の周知性について争っ
ていないこと，決定の行った上記判断は，いったん相違点(3)が認定されればなされ
るであろうことが極めて容易に予測できる内容のものであることに照らすと，本件
において，上記周知の事項及び判断を通知しなくとも，そのことが，原告に不意打
ちを与え，決定の結論に影響を与えることはない，というべきである。
      したがって，仮に，決定手続について上記の点を通知しなかったことが，手
続上の瑕疵に当たるとしても，その誤りは審決を違法とするものとまではいえない
というべきである。
第６　結論
      以上のとおりであるから，原告主張の決定取消事由はいずれも理由がなく，
その他，決定にはこれを取り消すべき誤りは見当たらない。
      よって，原告の本訴請求を棄却することとし，訴訟費用の負担につき行政事
件訴訟法７条，民事訴訟法６１条を適用して，主文のとおり判決する。
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